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１. 目的 
この選択約款は、空調機器の普及を通じ、当社の供給設備の効率的利用

を図り、以って合理的・経済的なガス需給の確立に資することを目的とい

たします。 
 

２. 選択約款の届出及び変更 
(1) この選択約款は、ガス事業法第 17 条第 7 項に基づき、近畿経済産業局

長に届け出たものです。 
(2) 当社は、近畿経済産業局長に届け出てこの選択約款を変更することがあ

ります。この場合にはガス料金その他の供給条件は、変更後の選択約款

によるものとします。 
 

３. 用語の定義 
(1) 「空調機器」とは、消費機器のうちエネルギー源としてガスを使用する

空調用熱源機をいいます。 
(2) 「家庭用空調機器」とは冷凍能力 28.0kw（8.0US.RT）以下の空調機器

のうちガスエンジンヒートポンプ方式の機器及びガス吸収式の機器を

いいます。 
(3) 「ガス温水床暖房」（以下「床暖房」といいます。）とは、エネルギー源

としてガスを使用し、放熱器を接続する機能を有する熱源機により、床

下に設置した配管に温水を供給して暖房を行うシステムをいいます。な

お、温風暖房は含まれません。 
(4) 「ガス温水浴室暖房乾燥器」（以下「浴乾」といいます。）とは、エネル

ギー源としてガスを使用し、放熱器を接続する機能を有する熱源機によ

り温水を供給して、浴室で暖房乾燥を行うシステムのことをいいます。 
(5) 「家庭用高効率給湯器」（以下「高効率給湯器」といいます。）とは、エ

ネルギー源として都市ガスを使用し、潜熱を回収するための熱交換器を

備え、給湯熱効率が９０％以上であり、住宅の居室に給湯を行う給湯器

をいいます。 
(6) 「ガスコンロ」とは、エネルギー源としてガスを使用する、鍋、フライ

パンなどの炊事用具を直火で加熱することを目的とする調理用の機器

であって、同時に複数の炊事用器具を並行して加熱することができるも

のをいいます。（コンロの口数が２口以上のものをいいます。） 
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(7) 「専用住宅」とは居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・

事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいい、

「併用住宅」とは店舗･作業場･事務所など業務に使用するために設備さ

れた部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいい

ます。 
(8) 「居室」とは、日常的に居住の用に供している住宅内の場所をいい、浴

室、台所、洗面所、住宅内の廊下を含みます。 
(9) 「住宅」とは、世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を

有するものをいいます。 
(10)「夏期」とは 4 月検針分から 11 月検針分までをいい、「冬期」とは 12

月検針分から 3 月検針分までをいいます。 
(11)「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税及び地

方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。

この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端

数を切り捨てます。 
(12)「単位料金」とは、８に定める基準単位料金または調整単位料金をいい

ます。 
（13）「消費税率」とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基

づく税率を加えた値をいいます。なお、この選択約款においては５％

といたします。 
 

４. 適用条件 
  家庭用空調機器を専用住宅または 1 需要場所におけるメーター能力｛一

般ガス供給約款及び他の選択約款（小型空調用契約及び空調夏期契約に限

ります。）による契約ごとにガスメーターを設置しているお客さままたは一

般ガス供給約款 22（4）ただし書きの規定により算定しているお客さまにつ

いてはそのメーター能力の合計とします。｝が 16 立方メートル毎時以下の

併用住宅で使用する需要で、お客さまがこの選択約款による契約を希望さ

れる場合に適用いたします。 
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５. 契約の成立 
(1) お客さまは、この選択約款を承諾のうえ、所定の申込書により申し込ん

でいただきます。 
(2) 前項による申込書の当社到達後、当社が承諾した時に成立いたします。

この場合、当社は契約の適用開始日をお客さまにお知らせいたします。 
(3) 契約期間は次の期間といたします。 

① 新たにガスの使用を開始した場合は、料金の適用開始の日から同日

が属する月の翌月を起算月として 12 ヶ月目の月の定例検針日まで

といたします。 
② 一般ガス供給約款に定める契約（以下「一般契約」といいます。）

または他の選択約款からこの選択約款へ変更した場合は、この選択

約款の契約期間は、変更の日の翌日からその変更の日の属する月の

翌月を起算月として 12 ヶ月目の月の定例検針日までといたします。

なお、変更前の契約の契約期間は、この選択約款への変更の日まで

といたします。 
ただし、契約期間満了に先立って解約又は変更のお申し込みがない場

合は、契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌

月を起算月として12ヶ月目の月の定例検針日まで同一条件で継続する

ものとし、以降も同様といたします。 
(4) 当社は、この選択約款の契約期間満了前に解約又は一般契約への変更を

されたかたが、同一需要場所でこの選択約款又は他の選択約款（空調夏

期契約及び小型空調契約に限ります。）のお申し込みをされた場合、そ

の適用開始の希望日が契約の解約の日又は一般契約への変更の日から

1 年に満たない場合には、そのお申し込みを承諾できない場合がありま

す。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解

約または一般契約への変更の場合は、この限りではありません。 
(5) 当社は、お客さまがこの選択約款の契約期間満了前に他の選択約款への

変更を申し込みされた場合には、申し込みを承諾できないことがありま

す。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による、

他の選択約款への変更の場合は、この限りではありません。 
(6) 当社は、お客さまが当社との一般契約又は他の選択約款（小型空調契約

及び空調夏期契約に限ります。）に基づく料金を、一般ガス供給約款に

規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合は、この選択約

款のお申し込みを承諾できないことがあります。 
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(7) 当社は、お客さまが当社とのこの選択約款に基づく料金を一般ガス供給

約款に規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合は、一般

契約のお申し込みを承諾できないことがあります。 
(8) 当社は、一般ガス供給約款に定める検針の他、契約変更があった日に検

針を行ないます。 
 

６. 使用量の算定 
各使用月の使用量は、当該月の定例検針日及び翌月の定例検針日におけ

るガスメーターの読みにより算定いたします。ただし、当該月の定例検針

日以降、翌月の定例検針日までに解約又は契約変更を行った場合には、当

該月の定例検針日及び解約又は契約変更を行った日のガスメーターの読み

により算定いたします。 
 

７. 料金 
(1) 当社は、料金の支払いが支払義務発生日の翌日から起算して 20 日以内

（以下「早収料金適用期間」といいます。）に行われる場合には、（2）
により算定された料金（以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含

みます。）を、早収料金適用期間経過後に支払いが行われる場合には、

早収料金を 3 パーセント割り増しした料金（以下「遅収料金」といい、

消費税等相当額を含みます。）を支払っていただきます。 
  なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日で

ない日まで早収料金適用期間を延長いたします。 
(2) 当社は、別表の料金表を適用して、早収料金又は遅収料金を算定いたし

ます。 
 

８. 単位料金の調整 
(1) 当社は毎月、（２）②により算定した平均原料価格が（２）①に定める

基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表の料

金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場

合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定

いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表１（３）のとおり

といたします。 
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① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 
  調整単位料金（１立方メートルあたり） 
＝ 基準単位料金 ＋ 0.081 円 × 原料価格変動額／100 円×（１＋消費税率） 

 
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 
  調整単位料金（１立方メートルあたり） 
＝ 基準単位料金 － 0.081 円 × 原料価格変動額／100 円×（１＋消費税率） 
（備考） 

  上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第 3 位

以下の端数は切り捨てます。 
(2) （1）に規定する基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額

は、以下のとおりといたします。 
① 基準平均原料価格（トンあたり） 
                               ６３，１６０円 
② 平均原料価格（トンあたり） 

  別表 1 に定められた各３か月間における貿易統計の数量及び価

格から算定したトンあたり LNG 平均価格（算定結果の 10 円未満

の端数を四捨五入し、10 円単位とします。）及びトンあたり LPG
平均価格（算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位と

します。）をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数

を四捨五入した金額といたします。ただし、その金額が 101,060
円以上となった場合は 101,060 円といたします。 

（算式） 
       平均原料価格 ＝ トンあたり LNG 平均価格 × 0.9907 
                    ＋ トンあたり LPG 平均価格 × 0.0100 
③ 原料価格変更額 

次の算式で算定し、計算結果の 100 円未満の端数を切り捨てた

100 円単位の金額といたします。 
（算式） 

イ. 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 
原料価格変動額 ＝ 平均原料価格 － 基準平均原料価格 

ロ. 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 
原料価格変動額 ＝ 基準平均原料価格 － 平均原料価格 
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９. 適用料金について 
 この選択約款を適用されているお客さまは、所有されている機器の組合

せにより、別表２の料金表に基づいて料金を算定いたします。 
種別 所有機器の組合せ 
１種 空調機器 
２種 空調機器＋床暖房（給湯機器） 
３種 空調機器＋床暖房（給湯機器）＋（浴乾＋ガスコンロ） 
４種 空調機器＋高効率給湯器 
５種 空調機器＋床暖房（高効率給湯器） 
６種 空調機器＋床暖房（高効率給湯器）＋（浴乾＋ガスコンロ） 

（浴乾とガスコンロはセットで所有されていることが条件です） 
 

１０. 設置確認について 
(1) 当社は、床暖房・浴乾・ガスコンロ・給湯機器又は高効率給湯器が設置

されているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合に

は、正当な事由がない限り、住宅への立入りを承諾していただきます。

万一、立入りを承諾していただけない場合、当社はこの選択約款の申し

込みを承諾できません。またはすみやかにこの選択約款に基づく契約を

解除し解除日以降一般ガス供給約款を適用いたします。 
(2) 床暖房・浴乾・ガスコンロ・給湯機器又は高効率給湯器を取り外した場

合は、ただちにその旨を当社へ連絡していただきます。なお、家庭用空

調機器を取り外した場合は、この選択約款に基づく契約を解除したもの

とみなし、解約日以降一般ガス供給約款を適用いたします。 
 

１１. その他 
その他の事項については、一般ガス供給約款を適用いたします。 
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付則 
1. この選択約款の実施期日 

この選択約款（以下「本選択約款」といいます）は、平成 22 年 1 月 1
日から実施いたします。 
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別表 
１. 料金及び消費税等相当額の算定方法 

(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。 
(2) 従量料金は、基準単位料金又は８の規定により調整単位料金を算定した

場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。 
(3) 調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。 

① 料金算定期間の末日が 1 月 1 日から 1 月 31 日に属する料金算定期

間の早収料金の算定にあたっては、前年 8 月から 10 月までの平均

原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。 
② 料金算定期間の末日が 2 月 1 日から 2 月 28 日（うるう年は 2 月 29

日）に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年 9
月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定した夏期の調整単位

料金を適用いたします。 
③ 料金算定期間の末日が 3 月 1 日から 3 月 31 日に属する料金算定期

間の早収料金の算定にあたっては、前年１0 月から 12 月までの平

均原料価格に基づき算定した夏期の調整単位料金を適用いたしま

す。 
④ 料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 30 日に属する料金算定期

間の早収料金の算定にあたっては、前年 11 月から当年 1 月までの

平均原料価格に基づき算定した夏期の調整単位料金を適用いたし

ます。 
⑤ 料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算定期

間の早収料金の算定にあたっては、前年 12 月から当年 2 月までの

平均原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたし

ます。 
⑥ 料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算定期

間の早収料金の算定にあたっては、当年 1 月から 3 月までの平均原

料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。 
⑦ 料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 6 月 31 日に属する料金算定期

間の早収料金の算定にあたっては、当年 2 月から 4 月までの平均原

料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。 
⑧ 料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期

間の早収料金の算定にあたっては、当年 3 月から 5 月までの平均原

料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。 
－ ８ － 



⑨ 料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算定期

間の早収料金の算定にあたっては、当年 4 月から 6 月までの平均原

料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。 
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金算定

期間の早収料金の算定にあたっては、当年 5 月から 7 月までの平均

原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。 
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金算定

期間の早収料金の算定にあたっては、当年 6 月から 8 月までの平均

原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。 
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月 1 日から 12 月 31 日に属する料金算定

期間の早収料金の算定にあたっては、当年 7 月から 9 月までの平均

原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。 
 

  （4）早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額はそれぞれ次の算式

により算定いたします。（小数点以下の端数切り捨て） 
① 早収料金に含まれる消費税等相当額＝早収料金×消費税率÷（１＋消費税率） 
② 遅収料金に含まれる消費税等相当額＝遅収料金×消費税率÷（１＋消費税率） 
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２． 料金表（消費税等相当額を含みます。） 
 

(1)  料金表 
① 1 種 
 使用区分 

（ｍ3／月） 
基本料金 
（円／月） 

基準単位料金 
（円／ｍ3） 

0ｍ3 から 20ｍ3 まで 808.50（税込） 175.42（税込） 
夏期 

20ｍ3 を超える場合 2,268.90（税込） 102.40（税込） 

0ｍ3 から 20ｍ3 まで 808.50（税込） 175.42（税込） 

20ｍ3 を超え 60ｍ3 まで 1,275.90（税込） 152.05（税込） 冬期 

60ｍ3 を超える場合 3,547.50（税込） 114.19（税込） 

 
② 2 種 
 使用区分 

（ｍ3／月） 
基本料金 
（円／月） 

基準単位料金 
（円／ｍ3） 

0ｍ3 から 20ｍ3 まで 808.50（税込） 168.88（税込） 
夏期 

20ｍ3 を超える場合 2,199.50（税込） 99.33（税込） 

0ｍ3 から 20ｍ3 まで 808.50（税込） 168.88（税込） 

20ｍ3 を超え 60ｍ3 まで 1,236.10（税込） 147.50（税込） 冬期 

60ｍ3 を超える場合 3,440.50（税込） 110.76（税込） 
 

③ 3 種 
 使用区分 

（ｍ3／月） 
基本料金 
（円／月） 

基準単位料金 
（円／ｍ3） 

0ｍ3 から 20ｍ3 まで 808.50（税込） 160.23（税込） 
夏期 

20ｍ3 を超える場合 2,108.50（税込） 95.23（税込） 

0ｍ3 から 20ｍ3 まで 808.50（税込） 160.23（税込） 

20ｍ3 を超え 60ｍ3 まで 1,184.50（税込） 141.43（税込） 冬期 

60ｍ3 を超える場合 3,298.30（税込） 106.20（税込） 
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④ 4 種 
 使用区分 

（ｍ3／月） 
基本料金 
（円／月） 

基準単位料金 
（円／ｍ3） 

0ｍ3 から 20ｍ3 まで 808.50（税込） 164.58（税込） 
夏期 

20ｍ3 を超える場合 2,154.50（税込） 97.28（税込） 

0ｍ3 から 20ｍ3 まで 808.50（税込） 164.58（税込） 

20ｍ3 を超え 60ｍ3 まで 1,211.10（税込） 144.45（税込） 冬期 

60ｍ3 を超える場合 3,369.30（税込） 108.48（税込） 
 

⑤ 5 種 
 使用区分 

（ｍ3／月） 
基本料金 
（円／月） 

基準単位料金 
（円／ｍ3） 

0ｍ3 から 20ｍ3 まで 808.50（税込） 158.08（税込） 
夏期 

20ｍ3 を超える場合 2,085.90（税込） 94.21（税込） 

0ｍ3 から 20ｍ3 まで 808.50（税込） 158.08（税込） 

20ｍ3 を超え 60ｍ3 まで 1,172.10（税込） 139.90（税込） 冬期 

60ｍ3 を超える場合 3,263.10（税込） 105.05（税込） 
 

⑥ 6 種 
 使用区分 

（ｍ3／月） 
基本料金 
（円／月） 

基準単位料金 
（円／ｍ3） 

0ｍ3 から 20ｍ3 まで 808.50（税込） 149.48（税込） 
夏期 

20ｍ3 を超える場合 1,996.10（税込） 90.10（税込） 

0ｍ3 から 20ｍ3 まで 808.50（税込） 149.48（税込） 

20ｍ3 を超え 60ｍ3 まで 1,122.10（税込） 133.80（税込） 冬期 

60ｍ3 を超える場合 3,120.70（税込） 100.49（税込） 
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(2)  調整単位料金 
（1） の基準単位料金をもとに８の規定により算定した１立方メート

ルあたりの単位料金といたします。 
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